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木質バイオマス証明ガイドラインについて①（ガイドラインの作成）

○ 平成24年7月1日、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（FIT法）
が施行。

○ 同法に基づく固定価格買取制度においては、調達価格等算定委員会（経済産業省審議会）での議論
も踏まえ、木質バイオマス発電について、発電コスト等に基づき、未利用木材、一般木材等、複数の
価格区分を設定。

○ 未利用木材、一般木材等は形状等により外形的に識別できないため、調達価格の適正な適用のため
、由来に関する適切な識別証明が必要なことから、平成24年6月、林野庁は、発電利用に供される木
質バイオマスの由来の証明に取り組むにあたって留意すべき事項を「発電利用に供する木質バイオマ
ス証明のためのガイドライン（木質バイオマス証明ガイドライン）」として取りまとめ。

○「平成24年度調達価格及び調達期間に関する意見」（平成24年4月27日）
（５）トレーサビリティ（抜粋）

グリーン購入法に基づく「間伐材チップの確認のガイドライン」に準じたガイドラインを固定価格買取制度開
始までに整備し、発電所の燃料として使用される木質バイオマスについて、輸入材も含め、その出所に関する
証明が可能となる仕組みを構築するとともに、当該証明に係る書類の添付を設備認定の際の要件とすることを
求めることとした。

■調達価格等算定委員会（経済産業省審議会）



木質バイオマス証明ガイドラインについて②（FIT法とガイドライン）

○ 木質バイオマス証明ガイドラインに基づく適切な証明が、固定価格買取制度による買取価格の基礎。
（平成24年経済産業省告示第139号）

経済産業省告示第139号における木質バイオ
マスの区分

調達価格 木質バイオマス証明ガイドラインで
使用する略称

森林における立木竹の伐採又は間伐により発
生する未利用の木質バイオマス（輸入されたも
のを除く）

40円
（2千kW未満）
32円
（2千kW以上）

間伐材等由来の木質バイオマス

木質バイオマス（上記を除く）又は農産物の収
穫に伴って生じるバイオマス（当該農産物に由
来するものに限る）

24円
（2万kW未満）
21円
（2万kW以上）

一般木質バイオマス

建築資材廃棄物 13円 建築資材廃棄物

備考

木質バイオマスのうち、林野庁作成の「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライ
ン」に準拠して分別管理が行われたことが確認されないものについては、建築資材廃棄物とみなす。



木質バイオマス証明ガイドラインについて③（仕組み）

○ 燃料材を取り扱う事業者は、間伐材等由来のバイオマス、一般木質バイオマスについて、適切に分
別管理を行い、木質バイオマス由来証明書を発行し、連鎖させていく必要。

○ 事業者が証明書を発行するにあたり、適切に分別管理等できる能力を有することについて、認定団
体から認定を受ける必要。

○ 事業者を認定する団体は、自主行動規範を定め、公表する必要。
○ 事業者自らが自主行動規範を定め、木質バイオマス由来証明書を発行することも可能。この場合は

第３者の監査を受けるなど信頼性が確保されるように取り組む必要。

情報公開

○自主行動規範

○認定事業者

○燃料材取扱実績

認定団体 認定事業者
木質バイオマス

発電所

審査・認定

○フォローアップ
○立入検査
○認定取消

○燃料材取扱実績の報告
○相談

間伐材等由来のバイオマス、
一般木質バイオマスの
由来の証明書の発行



木質バイオマス証明ガイドラインについて④（燃料区分）

○ 間伐材等由来のバイオマスとなるのは、①間伐材及び②森林経営計画の対象森林、保安林、国有林
野施業実施計画の対象森林等から伐採・生産された木材。

○ 一般木質バイオマスとなるのは、間伐材等由来のバイオマス及び建築資材廃棄物以外の木質バイオ
マスであり、製材等残材、普通林の主伐木等が該当。

○ 建築資材廃棄物は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第２条第２項で定めるもの。

流通・製造過程

由来の生育地の由来

直接燃料に加工
製材等
残材

建設資材
廃棄物等

間伐 主伐

森林
由来

民有林
その他

森林経営計画外

森林経営計画

保安林

国有林 国有林野施業実施計画

国有林野施業実施計画外

由来の証明があれば間伐材等由来の木質バイオマス、そうでなければ建設資材廃棄物と同等

由来の証明があれば一般木質バイオマス、そうでなければ建設資材廃棄物と同等

建設資材廃棄物



木質バイオマス証明ガイドラインについて④（証明の連鎖）

○ 素材生産業者は、証明の連鎖の始まりとなる根拠書類と木質バイオマス由来証明書を、原則として
輸送の都度、加工・流通業者に交付。

○ 加工・流通業者は、川上からの証明書を確認の上、証明書を作成して川下の事業者に交付。
○ 証明書には、川上側の書類の添付までは求めていないが、必要に応じて伐採箇所までさかのぼれる
よう書類整備が必要。

○ 証明書がなければ、建築資材廃棄物と同じ区分となる。

分別
管理

分別
管理

認定団体

認
定
事
業
者

素材生産業者 原木市場

製材業者

チップ製造業者

伐採届 売買
契約書

根拠書類（例）

保安林
伐採許可書

木質バイオマス
由来証明書

木質バイオマス
由来証明書

木質バイオマス
由来証明書

木質バイオマス
由来証明書

発電事業者

分別
管理

分別
管理

伝達

伝達 伝達

伝達

伝達

確認

確認

確認

確認

確認



木質バイオマス証明ガイドラインについて⑤（根拠書類）

○ 証明書の発行に当たっては、下図のような証明の連鎖の始まりとなる書類が必要となる。
○ 詳細は、木質バイオマス証明ガイドラインＱ＆Ａ問５－１参照。

区分 買取価格
（税抜き）

由来証明 由来証明となるものの例

間伐材等由来の
⽊質バイオマス

40円
（2,000kW未満）

要

（公的な証明）

○ 森林経営対象森林：森林経営計画認定書
若しくは事後の伐採届

○ 保安林：保安林伐採許可証など
○ 国有林：森林管理署等との売買契約書
○ 上記以外の間伐：伐採届
○ 上記以外の除伐：都道府県⼜は市町村の独⾃の証明書

32円
（2,000kW以上）

⼀般⽊質
バイオマス

24円
（20,000kW未満） 要

（公的⼜は
独⾃の証明等）

○ 製材残材：川上からの由来証明書
○ 森林経営計画、保安林、国有林以外の主伐：伐採届
○ 林地開発：林地開発許可証
○ 輸⼊材：合法性の証明書
○ 屋敷林、ダム流⽊など、伐採届等を必要としないもの

：所有者による証明書
21円

（20,000kW以上）

建設資材廃棄物
その他の⽊質バ
イオマス

13円 － ○ 特になし



木質バイオマス証明ガイドラインについて⑥（クリーンウッド法との関係）

○ 平成29年５月、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（クリーンウッド法）」が施行された。
本法は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するべく、木材関連事業者に対して、取り扱う木材等の合法
性の確認等の措置を求めるもの。

○ 木質バイオマス発電事業者（第２種木材関連事業者）や木質バイオマス納入業者（第１種又は第２種木材
関連事業者）も、本法に基づく木材関連事業者として位置づけられていることから、事業の種別に応じてそれ
ぞれ合法性の確認等を適切に行う必要。

○ 基本的に、国産材については、「木質バイオマス証明ガイドライン」に基づく由来証明書により、クリーンウ
ッド法の合法性の確認に必要な書類として活用できる。（由来証明では、伐採届の写し等により、森林法に基
づいて合法的に伐採されたものであることが確認できるため）

小
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集成材工場
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場、サイディング工場など
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※本イメージ図は木材等の複雑な流通構造の概略を示したもの
※本イメージ図では木材等の輸出事業者は省略
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･･･第一種木材関連事業

･･･第二種木材関連事業



木質バイオマスについての行政評価・監視内容（H29.7.4公表）

○ 総務省が、森林の管理・活用に関する行政評価・監視を平成29年7月4日公表。
○ 木質バイオマス分野においては、21発電設備、燃料調達98ルートに調査が行われ、その結果、農林
水産省と経済産業省に対して木質バイオマス燃料の需給動向の把握・分析をすること、木質バイオマ
ス証明ガイドラインの周知徹底を図ることなどの所見が示された。

○ 対応方策については、平成30年1月頃公表予定。

稼働している木質バイオマス発電設備につい
て、バイオマス燃料の当初計画と使用実績の
情報を農林水産省と経済産業省で共有し、地
域における燃料種毎の需給状況の把握・分析
を行い、発電事業者等が確認できる措置を講
ずること。

適切な調達価格が適用されるよう、木質バイ
オマス証明ガイドラインの周知徹底を図ること
。（適正に運用されていたのは98ルート中39ル
ート）

調査した21発電設備のうち、
○12発電設備では間伐材等由来の燃料チップを計画ど
おり確保
○9発電設備では計画した量の燃料チップを確保できず

調査した19発電所98調達ルートにおいて

○素材生産業者が、本来一般木質バイオマスであるも
のを間伐材等由来として証明し、チップ加工業者から発
電設備に納入したもの（１発電設備２ルート）

○チップ加工業者等が、必要な証明書等を入手せず、ま
たは必要な証明書を作成せず、間伐材等由来もしくは一
般木質バイオマスとして発電設備に納入したもの（13発
電設備29ルート）

○素材生産事業者等から、必要な証明書及び根拠書類
の提出はあったものの、記載内容が不十分で伐採箇所
を特定できなかったもの（10発電設備30ルート）

農林水産省及び経済産業省への所見調査結果

＜経済産業省に対して＞

調達価格が適正に適用されるために、農林水
産省と連携し、木質バイオマス証明ガイドライ
ンにそって適切な証明が行われているか確認
できる実効性ある措置を講ずること。

経済産業省への所見



104 
83%

14 
11%

2 
2%

5 
4%

認定事業者を公開していますか

公開している 公開していない

わからない 無回答

認定団体の責務について①（アンケート結果）

○ 平成27年度から、林野庁補助事業で、日本木質バイオマスエネルギー協会が134認定団体に対してア
ンケートを実施。

○ 平成29年度の主な結果から、情報公開の不徹底、認定事業者に対するフォローアップや立入検査の
不足等が確認された。

○ 改善が必要な状況であり、年度末に認定団体に対して文書を発出するので、翌年度のアンケートで
は改善されるよう、対応を進められたい。

112 
89%

11 
9%

2 
2%

自主行動規範を公開していますか

公開している 公開していない

わからない 無回答

67 
54%

41 
33%

12 
9%

1 
1%

4 
3%

事業者からの実施報告の受領状況はいかがですか

認定している全事業者から受領している

認定している一部の事業者から受領している

現在まで、認定しているどの事業者からも受領していない

わからない

無回答

39 
32%

21 
18%

50 
42%

4 
3%

6 
5%

事業者からの実績報告内容は

公開されていますか

実績報告の概要を公開している
実績報告の概要はまだ公開していない
実施報告を公開する予定は、今のところない
わからない

80 
64%

34 
27%

4 
3%

7 
6%

認定を取得された事業者に対するフォロー

アップ活動などは行っていますか

フォローアップ活動を行っている
フォローアップ活動を行っていない
わからない
無回答

26 
21%

93 
74%

2 
2%

4 
3%

認定事業者の立入検査を

実施したことがありますか

実施した 実施していない わからない 無回答



認定団体の責務について②

○ 認定団体は、ＦＩＴ制度に対する消費者の信頼を確保するため、事業者の認定・指導及び実績報告の
受領、公開などの責務を負う。

○ 認定団体は、木質バイオマス証明ガイドライン及びＦＩＴ法が適切に運用されるための鍵。

○木質バイオマス証明ガイドラインにおける認定団体と社会との関係性

認
定
団
体

認
定
事
業
者

木
質
バ
イ
オ
マ
ス

発
電
事
業
者

電
力
会
社

電
気
利
用
者

認定・指導

情報公開による信頼性の確保
自主行動規範、認定事業者名、取扱実績など

分別管理した
燃料材の供給

ＦＩＴによる
電気の販売

電気の供給

電気料金及び
再エネ賦課金

の支払い

ＦＩＴによる
支払い

燃料材の支払実績報告等

木質バイオマス証明ガイドラインの範囲 ＦＩＴ法の範囲



木質バイオマス証明ガイドラインの運用の適正化に向けて①（チェックリスト）

自ら行うこと チェック

ガイドライン 自主行動規範の策定・公表

自主行動規範 事業者認定実施要領の制定・公表

事業者認定実施要領

審査委員会の設置

間伐材等由来のバイオマス及び一般木質バイオマスの取扱実績報告を取りまとめて公表

認定事業者の名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日を公表

立入検査の実施

必要に応じて立入検査の実施、認定事業者の認定取消及び悪質な認定事業者名の公表

認定事業者に対して行うこと

事業者認定実施要領

認定要件の取
組の徹底

分別管理に必要な場所を有しているか確認

分別管理の方法が示されているか確認

認定事業者に関係書類を5年間保存を徹底

認定事業者に分別管理責任者を1名以上専任させる

木質バイオマスの入出荷及び在庫に関する情報が管理簿等で把握できるか確認

事業者の認定・更新

認定事業者に「事業者認定書」を交付

間伐材等由来のバイオマス及び一般木質バイオマスの取扱実績報告を提出させる



木質バイオマス証明ガイドラインの運用の適正化に向けて②

○ 林野庁補助事業で、木質バイオマス証明ガイドラインに関する講習会や現地調査、木質バイオマス
証明ガイドラインマニュアルの作成を実施。日本木質バイオマスエネルギー協会ＨＰで公表。

○ ガイドライン運用にあたっての現在の課題は、年度内にＱ＆Ａでの整理予定。
○ 林野庁において認定団体リストを取りまとめ、定期的に情報提供や木質バイオマス取扱実績などの
情報収集を実施したいので、今後御協力をいただきたい。

ガイドラインの運用にあたっての課題

○ 認定団体による、自主行動規範や取扱実績
などの情報公開の徹底

○ 木質バイオマス証明の添付の徹底
○ 認定事業者のフォローアップや取組状況の

チェック体制の構築
○ ガイドラインに記載のない事項への対応（竹

や災害時に発生した木材の取扱い等）

木質バイオマス証明ガイドライン
運用マニュアル（H29.5公表）

認定団体に協力していただきたいこと

○ 認定団体リストの作成（近日中にメールで依頼）
○ 木質バイオマス取扱実績の林野庁への提出

（年度末頃にかけてメールで依頼）


